
埼玉県立大学本部棟ほかエレベータ 保守点検業務委託 

特記仕様書 

 

 本業務は、 こ の仕様書に定める ほか、 業務委託共通仕様書により 実施する も のと し 、 現場の状況に

応じ て記載さ れていない細部の事項についても 誠意を持って行う も のと する。  

 

１  目的 

本業務は、公立大学法人埼玉県立大学のエレベータ 設備を法令等に定める技術基準に適合さ せる

ため、 定期巡視点検等必要な点検・ 検査を実施し 、 保安上の必要な措置を取る と と も に所要の報告

を行う も のと する 。  

 

２  業務場所 

  埼玉県越谷市三野宮 820 番地 公立大学法人埼玉県立大学 

 

３  業務従事者 

業務従事者は法令に基づく 資格・ 技能等が業務実施に適し た者を選任し 、従事者一覧表を事前に

作成・ 提出し 報告するも のと する 。  

 

４  業務内容 

・ Ｐ ＯＧ契約によ る 、 公立大学法人埼玉県立大学に設置さ れている 油圧式エレベータ の保守 

点検 

（ 本部棟１ 台、 教育研修センタ ー棟１ 台 毎月１ 回）  

※ 建築保全業務共通仕様書令和 5 年版（ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 第２ 編定期点

検等及び保守第７ 章搬送設備によ る。  

 

・ 建築基準法（ 昭和 25 年法律第 201 号） 第 12 条に係る 定期検査及び申請 

（ 本部棟１ 台、 教育研修センタ ー棟１ 台 年１ 回）  

 

・ 故障時の対応 

（ i ） 受注者の対応 

  受注者は２ ４ 時間体制と し 、 エレベータ の異常、 状態変化を受信し た際には、 状況を判断

し 、 技術員に出動指示するも のと する 。  

（ i i ） 技術員 

   技術員は出動に備え２ ４ 時間体制をと るも のと する。  

（ i i i ） 異常受信時の対応 

   エレベータ の異常を受信し た場合は、 技術員を派遣し 適切な処置を行う も のと する。  

（ i v） エレベータ 閉じ 込め故障時の直接通話機能 

   エレベータ閉じ 込め故障時には、 エレベータ かご内と 大学受信担当者と の間で直接通話す

る 体制を整えるも のと する。  

 



（ v） その他 

   故障及び事故が発生し た場合、 事態発生後７ 日以内に、 原因を究明し 対策を確立するも の 

と する 。 （ メ ーカーによ る原因調査含む。 ）  

 なお、 その調査等に要する費用は受注者の負担と する 。  

 

５  設備概要 

  別添詳細表によ る。  

 

６  その他 

・ その他こ の仕様書について疑義が生じ た場合には、発注者及び受注者が協議し て処理する も の

と する 。  

・ 受注者は、 本業務委託及び修繕に使用する 交換部品類について、 製造者の規格品を使用し（ 潤

滑油類は、 製造者の推奨する 適正な調合のも のを使用するも のと する。 ） 、 緊急時でも 速やかに昇

降機を復旧する ために、 交換用備品・ 消耗品等を合理的に必要な量を確保し 、 迅速な供給体制を確

保する こ と 。 また、 発注者は受注者に対し 、 部品等の確保状況について、 説明及び確認を求めるこ

と ができる。  

 



エレベータ別詳細表 

 

メーカー：日本エレベーター製造株式会社 

 

 ９号機・・・教育研修センター棟 

 ９００ｋｇ－４５ｍ/ｍｉｎ－４Ｆ 

 車椅子兼用型、オートアナウンス、地震時・火災時・自家発管制運転、クーラー付 

戸開走行保護装置、停電時管制運転、リスタート 

 

１２号機・・・本部棟 

 ９００ｋｇ－４５ｍ/ｍｉｎ－４Ｆ 

 車椅子兼用型、オートアナウンス、地震時・火災時・自家発管制運転、クーラー付 

戸開走行保護装置、停電時管制運転、リスタート 

 

 



業務委託共通仕様書 

 

この仕様書は、業務委託の実施に係る共通事項及び業務委託契約書の補足事項を示すもので

あって、実施に当たっては、発注者と受注者が誠意をもって行うものとする。  

 

１ 法令の厳守  

受注者は、業務の実施に当たっては、関係諸法令及び発注者が定めた諸規定を厳守しな

ければならない。  

 

２ 業務従事者に関する受注者の責任  

受注者は、業務の実施につき用いた従事者による業務上の行為については、一切の責任

を負う。  

受注者は、契約の履行を期するため、資格・技能等が業務実施に適した者を選任し、そ

の氏名及び資格について発注者に通知し、その承諾を受けなければならない。従事者を変

更したときも同様とする。また、業務が埼玉県立大学の運営に果たす役割を十分に理解さ

せ、業務実施の際には下記事項の周知徹底を図るものとする。  

（１）発注者及び来学者等に好感を与える機敏な作業態度で業務を行うものとする。  

（２）発注者及び来学者等に好感を与える作業方法で業務を行うものとする。  

（３）発注者及び来学者等に好感を与えるユニフォームを着用し業務を行うものとする。  

（４）業務従事者間の技能格差をなくすためのマニュアルを作成し、常に臨機最適な対応

を実施できるよう、日常的に指導、育成及び研修を行うものとする。 

 

３ 業務関係者に関する措置請求  

発注者は、受注者が業務に着手した後に受注者の業務責任者又は業務従事者が業務の履

行について著しく不適当であると認められるときは、受注者に対して、その理由を明示し

た書面により、必要な措置を取るべきことを求めることができる。  

受注者は上記請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を受

けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。  

受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に

対して同様に行うことができるものとする。  

 

４ 業務計画書及び実施報告書  

受注者は、仕様書に従い、業務の実施に先立って業務計画書を作成し、発注者に提出

し、その承諾を受けなければならない。発注者において、実施上異議があるときは、発注

者と受注者が協議するものとする。ただし、発注者が必要がないと認めるときはこの限り

でない。  

受注者は、業務に関する実施計画書（業務計画書）に基づき、計画的に業務を実施する

ものとする。また、業務を実施したときは、報告書等の書面をもって、速やかにその状況

を発注者に報告するものとする。  



５ 関連作業等を行う場合  

発注者は、受注者の業務履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらか

じめ受注者に通知するものとする。受注者が、発注者の運営に支障を及ぼすおそれがある

作業等を行うときは、あらかじめ発注者に書面をもって通知し、発注者及び受注者が協力

して対応するものとする。 

  

６ 秘密の保持  

発注者及び受注者は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に

漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。本契約業務の履行に当たる受注者の従事

者も同様の義務を負い、この違反について受注者はその責を免れない。  

 

７ 異状又は事故報告 

受注者及び業務に従事する受注者の従業員は、業務の履行に当たって委託対象に異状が

認められたとき又はそのおそれのあるときは、直ちに発注者に連絡し、発注者の指示を受

け、又は発注者と受注者が協議して臨機の措置を取らなければならない。ただし、緊急そ

の他やむを得ない事情があるときは、受注者の判断によって臨機の措置を取り、その取っ

た措置の内容を遅滞なく発注者に通知しなければならない。  

また、発注者又は監督員は、事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは、受

注者に対して臨機の措置を取ることを請求することができる。  

 

８ 控室等  

発注者は、業務の実施につき必要があると認める場合は、受注者に対して控室、仮眠

室、資機材置場等を提供するよう努めるものとする。  

受注者は、発注者から控室等の提供を受けた場合は、善良な管理者の注意をもってこれ

らを使用しなければならない。  

受注者は、発注者から借り受けた資機材等（消耗品等を含む）の管理台帳を備え、発注

者から返還の請求があったときは、これら（消耗品等を除く）を原状に回復しなければな

らない。  

 

９ 特許権等の使用  

受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づき保護される第三者

の権利の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の

責任を負わなければならない。ただし、発注者がその業務仕様又は工法を指定した場合に

おいて、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知ら

なかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担するものとす

る。  

  



10 履行期間及び契約金額の変更方法  

履行期間及び契約金額の変更が必要になった場合は、発注者と受注者が協議して定め

る。ただし、協議開始の日から10日以内に協議が整わない場合には発注者が定め、受注者

に通知する。  

上記協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する

ものとする。 

 

11 業務の履行責任  

委託契約約款第１３条第２項の規定による検査において通常発見し得ない不完全履行

で、検査合格の日から１年以内に発見されたものについては、発注者は、受注者に対して

相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠

償を請求することができる。 

 

12 解除に伴う措置  

受注者は、委託契約約款第１６条から第１８条までの規定により契約が解除された場合

において、発注者から支給材料があるときは、委託契約約款第１３条第２項の検査合格部

分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、

当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は検査に

合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還

し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。  

また、発注者から貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならな

い。この場合において、当該貸与品が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損

したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠

償しなければならない。  

受注者は、契約が解除された場合において、控室等に受注者が所有する業務機械器具、

仮設物その他の物件（下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む）があるときは、

当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなけれ

ばならない。この際、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又

は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該

物件を処分し、控室等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。受注者は、これに

よる発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、ま

た、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。  

 

13 業務実施上の留意事項  

業務の実施に当たっては、次の事項に留意するものとする。  

（１）火気等の危険物を使用する際は、事前に発注者に通知するものとし、十分に注意を

して使用するものとする。  

（２）業務を履行するために必要な電気、ガス、水、電話の使用に当たっては極力節約す

るものとする。  



（３）電気、ガス、水、電話又は機械器具等の使用により、建物・器物等により損傷を与

えぬよう十分注意をして使用するものとする。  

（４）契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行うものと

する。  

（５）業務履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。  

（６）業務履行に関して発注者と受注者との間で用いる時刻は、日本標準時とする。  

（７）契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。  

（８）この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。  

（９）業務履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定め

がある場合を除き、計量法（平成４年法律第51号）に定めるものとする。  

（10）発注者が委託契約約款第５条に規定する監督員を定めたときは、この契約の履行に

関し、受注者から発注者に提出する書類は、監督員を経由するものとする。  

（11）上記書類は、監督員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。  

（12）契約書における期間の定めについては、民法（明治29年法律第89号）及び商法（明

治32年法律第48号）の定めるところによるものとする。  

（13）本学は全面禁煙を実施しているため、業務従事者に敷地内で喫煙を行わないよう指

導すること。 


